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          本号で公布された条例等のあらまし 
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北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年５月３０日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第２９号

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事   

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則

北九州市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事務及び情報

を定める規則（平成２７年北九州市規則第５５号）の一部を次のように改正す

る。

 第３５条第１号チ中「附則第２条第３項」を「附則第２条第４項」に改める

。

   付 則 

この規則は、令和４年６月１日から施行する。 
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北九州市告示第２９１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和４年５月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  豊町自治町会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 香月和昭 北九州市八幡東区豊町４番７号 

変更後 小野英雄 北九州市八幡東区豊町１７番７号 

３ 変更年月日 

  令和４年４月１日 

4



北九州市告示第２９２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和４年５月３０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  グリーンヒルズ小倉東自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 榎田雅美 北九州市小倉南区横代東町三丁目９番

９号 

変更後 櫨山 泉 北九州市小倉南区横代東町三丁目７番

２２号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市小倉南区横代東町三丁目９番９号 

変更後 北九州市小倉南区横代東町三丁目７番２２号 

４ 変更年月日 

  令和４年５月１７日 
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